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長 崎 市 議 会 基 本 条 例  
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附則 

 

   前文 

長崎市議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨に基づき、市長との

二元代表制の特性を基礎とする議会の機能を高めることにより、市民主体

の市政及び自立した自治体構築を推進し、市民の生活の安定及び福祉の向

上並びに住民自治の発展に寄与するとともに、被爆都市の議会として、「 

長崎を最後の被爆地に」するため、世界の恒久平和実現を目指す。 

このために、本市議会は、情報の公開、市民の参画機会の保障、政策の

立案、市政への関与など、より一層、市民の負託にこたえなければならな

い。また、本市議会議員は、市民の公共的な意思の代表者として自覚を持

ち、倫理を重んじ、自主・自立を原則として活動しなければならない。 

本市議会は、これらの理念と目的を達成することを誓い、議会の最高規

範として、この条例を制定する。 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、議会の基本理念及び基本方針を定め、議会及び議員

の活動原則を明らかにするとともに、市民と議会との関係、議会と市長

その他の執行機関（以下「市長等」という 。） との関係、その他議会に

関する基本的事項を定めることにより、市民の生活の安定及び福祉の向

上並びに住民自治の発展に寄与することを目的とする。 

【解説】 

この条例の目的が「市民の生活の安定及び福祉の向上並びに住民自治の

発展に寄与すること」であることを明記し、そのために議会の基本理念な

どを定める旨を規定しています。 

 

 （基本理念） 

第２条 議会は、二元代表制の一翼を担う機関として、真の地方自治の実

現を目指すものとする。 

【解説】 

議会は、市長と市議会議員が市民の直接選挙で選ばれ、ともに市民を代

表するという二元代表制の一翼を担う機関として、「真の地方自治」の実

現を基本理念とすることを規定しています。 

 「真の地方自治」とは、「住民自治」と「団体自治」をあらわしており、

「住民自治」は地域の住民が自己の意思と責任に基づいて行政運営を行う

ことを、「団体自治」は国から独立した団体が自己の事務をその団体の責

任において処理することをいいます。 

 

（基本方針） 
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第３条 議会は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を

基本方針とする。 

⑴ 本市の意思決定を行う議決機関として、議会の権能を最大限に発揮

すること。 

⑵ 市民に対し、開かれた議会として、情報を積極的に公開し、可能な

限り市民の参画機会を保障すること。 

⑶ 被爆都市として、「長崎を最後の被爆地に」するため、世界の恒久

平和実現に向けて取り組むこと。 

【解説】 

前条の基本理念を達成するための基本方針として、次の３項目を規定し

ています。 

① 行政運営の基本的事項の議決や市長等の事務執行の監視など議会に

与えられた権能を最大限に発揮すること。 

② 市政運営の基礎となる市民の意見を的確に把握するために開かれた

議会を目指すこと。 

③ 被爆都市の議会として世界の恒久平和実現に取り組むこと。 
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第２章 議会及び議員の活動原則等 

 （議会の活動原則） 

第４条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

⑴ 公平性及び透明性を確保し、市民に信頼される開かれた議会を目指

すこと。 

 ⑵ 市民の代表機関として、市民の多様な意見を的確に把握し、市政へ

の反映に努めること。 

 ⑶ 適正な市政運営が行われるよう、市民本位の立場から市長等による

事務の執行を監視し、評価すること。 

 ⑷ 言論の府及び合議制の機関として、議員間討議を積極的に行い、議

会全体の合意形成を目指すこと。 

【解説】 

議会の活動原則として、次の４項目を規定しています。 

① 公平性や透明性を確保することにより、市民に信頼される開かれた

議会を目指すこと。 

② 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に十分に反映させること。 

③ 市長等の執行事務が適正に行われているかどうかを市民の視点に立

って監視・評価を行うこと。 

④ 議員間討議を積極的に行うことにより、議会全体の合意形成に向け

て取り組むこと。 

 

（議員の活動原則） 

第５条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

⑴ 市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指す

こと。 
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 ⑵ 市民の直接選挙によって選ばれた公職にある者として、倫理を重ん

じること。  

 ⑶ 言論の府及び合議制の機関である議会を構成する一員として、議員

間討議を尊重すること。 

 ⑷ 議員個人の自主性及び自立性を高めるため、日常の調査、研修等を

通じて、自己の能力及び資質の一層の向上に努めること。 

【解説】 

議会を構成する議員の活動原則として、次の４項目を規定しています。 

① 特定の地域や団体に限定することなく多様な市民の意見を把握する

ことにより市民全体の福祉の向上を目指すこと。 

② 市民の直接選挙によって選ばれた公職にある者として、倫理を重ん

じること。なお、長崎市議会においては、平成 15年に長崎市議会議員

政治倫理条例を制定しています。 

③ 議会は言論の府として多数の議員による合議を重視する組織であり、

その役割を果たすため、議員間討議を尊重すること。 

④ 議員個人の自主性及び自立性を高めるため、日常の調査、研修等を

通じて、自己の能力及び資質の一層の向上に努めること。 

 

（会派） 

第６条 議員は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する

会派を結成することができる。 

２ 会派は、政策決定、政策立案、政策提案等に際して、議論を尽くし、

その意思を表明することができる。 

【解説】 

① 同一理念を持つ議員同士で結成する政策集団としての会派の結成根
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拠を規定しています。 

② 政策決定等において会派内で議論し、その意思を表明することがで

きるという会派の基本的事項を規定しています。「政策決定」とは議

会での議決を、「政策立案」とは議員提出議案の立案を、「政策提案」

とは政策要求など市長等への政策に関する提案をいいます。 
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第３章 市民と議会との関係 

第７条 議会は、すべての会議を原則公開とし、市民に対して議会活動に

関する情報を積極的に発信し、議会の透明性を高めるよう努めなければ

ならない。 

２ 議会は、参考人制度等を積極的に活用し、市民等の意見を聴くよう努

めなければならない。 

３ 議会は、市民の多様な参画機会の創出に努めなければならない。 

４ 議会は、必要な政策立案及び政策提案により、住民自治の発展に努め

なければならない。 

【解説】 

① 本会議、委員会、全員協議会、各派代表者会議などの会議は原則公

開とすることを初め、議会活動を広報紙やホームページなど多様な媒

体により公開することで議会の透明性を高めるよう努めることを規定

しています。 

② 市民等の意見を聴くため、地方自治法上の参考人制度、公聴会制度、

専門的事項に係る調査を積極的に活用するよう努めることを規定して

います。 

③ 議会と市民との双方向の関係を築くため、議会報告会など市民の参

画機会の創出に努めることを規定しています。 

④ 住民自治の発展のため、必要な政策立案及び政策提案を行うよう努

めることを規定しています。 

 

  



8 

 

第４章 市長等と議会との関係  

第８条 議会審議における市長等と議会との関係は、次に掲げるところに

より、緊張関係の保持に努めなければならない。 

 ⑴ 本会議及び委員会における審議、審査等は、論点及び争点を明確に

して行うものとする。 

 ⑵ 市長等及びその補助職員は、議長又は委員長の許可を得て、議員の

質問又は質疑に対して反問することができる。 

 ⑶ 議会は、市長が提案する政策、予算、決算等については、市長に対

し、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。 

 ⑷ 議会は、本会議及び委員会における議員の要望等への対応状況につ

いて、市長に報告を求めるものとする。 

【解説】 

議会審議において、市長等と議会との関係は、緊張関係を保持すること

を規定しており、そのための具体的方策を次のとおり規定しています。 

① 市長等と議員との議論を深め、効率的な審議・審査等を行うため、

論点及び争点を明確にすること。 

② 論点及び争点を明確にするため、議員の質問などへ市長等が反問で

きること。 

③ 市長が提案する政策などについては、適正な審議・審査等を行うた

め、必要な情報を明らかにするよう求めること。 

④ 本会議及び委員会における議員の要望・意見・指摘や市長等の「検

討・研究する」旨の答弁に係る対応状況について、市長に報告を求め

ること。 
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第５章 議会の機能強化 

第９条 議会は、市長等による事務の執行の監視及び評価並びに政策立案

及び政策提案に関する議会の機能を強化するものとする。 

２ 議会は、議員間討議が積極的に行われるよう会議を運営するものとす

る。 

３ 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に

条例で定めるところにより、必要な機関を設置することができる。 

４ 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、共通認識及び合

意形成を図り、もって政策立案及び政策提案を推進するため、政策討論

会を開催することができる。 

５ 議会は、他の自治体の議会と政策、議会運営等について意見交換等を

行うことにより、積極的に交流及び連携を図るものとする。 

【解説】 

① 市長等による事務執行の監視等や政策立案等に関する議会の機能を強

化することを規定しています。 

② 議会は言論の府及び合議制の機関であることから、議員間において十

分な討議を行った上で結論を出すため、議員間討議が積極的に行われる

よう会議を運営することを規定しています。 

③ 審査、諮問又は調査のため必要な場合は、条例の定めるところにより、

必要な機関を設置できることを規定しています。 

④ さまざまな重要政策や市政課題などについて、議会全体の共通認識及

び合意形成を図り、議会の政策立案・政策提案を推進するため、議員間

で討論を行う場として政策討論会を開催できることを規定しています。 

⑤ 他の自治体の政策や議会運営の情報を収集し、議会の活性化に活かす

ため、他の自治体の議会と交流及び連携を図ることを規定しています。 



10 

 

第６章 議会及び議会事務局の体制整備 

 （議員研修の充実強化） 

第１０条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、議員の任期

開始後、速やかにこの条例等に関する研修を行うものとする。 

２ 議会は、議員の政策立案及び政策提案の能力向上のため、研修の充実

強化を図るものとする。 

【解説】 

① 議員の任期開始後、本条例の理念を議員間で共有するため、本条例等

に関する研修の義務付けを規定しています。 

② 議員の政策立案及び政策提案の能力向上のため、議員全員を対象とし

た定期的な議員研修を行うなど研修の充実強化を図ることを規定してい

ます。 

 

（議会事務局の体制整備） 

第１１条 議会は、議会の政策立案及び政策提案の機能を向上させるとと

もに、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能及び組

織体制の充実に努めるものとする。 

【解説】 

議会の政策立案及び政策提案の機能を向上させ、議会活動を円滑かつ効

率的に行うため、議会事務局の機能及び組織体制の充実に努めることにつ

いて規定しています。 

 

（議会図書室） 

第１２条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努

めるものとする。 
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【解説】 

議会は、議員の調査研究に必要な関連図書等の充実を図ることを規定し

ています。 
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第７章 最高規範性及び見直し手続 

 （最高規範性） 

第１３条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例等

を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣

旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。 

２ 前項の規定の趣旨にのっとり、議員の政治倫理、政務活動費、議員定

数、議員報酬、議決すべき事件等については、別に定める。 

【解説】 

本条例は、長崎市議会において最も上位の規範であることを明記してい

ます。 

また、議会全般に関連する条例等を本条例の下に位置付けることで、本

市議会における法体系を整理しています。 

 

（見直し手続） 

第１４条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の

規定について議会運営委員会において検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

【解説】 

本条例について必要に応じた見直し及び所要の措置について規定してい

ます。 

 

附 則 

 この条例は、平成２３年５月２日から施行する。 


